
被保険者と別居している

※1 「（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載された住民票（写）」ほか、マイナンバーが記載された他の書類（マイナンバーカード（写）、通知カード（写））でも構いません。

※1 被保険者と同居が要件になる続柄の方（例:配偶者の、親、子など）は、同居が分かる「（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載された住民票（写）」の添付が必要です。

※2 「労働条件通知書等」は、雇用契約書などの労働契約の内容が確認できる書類。

※2 申立書は、被扶養者異動届内にある所定の欄に記入いただくか、ホームページ掲載の「扶養に関する申立書兼同意書（労働契約関係）」をご利用ください。

※2 「労働条件通知書等」の内容が不明確で収入を判定することができない場合は、「直近3ヵ月分の給与明細（写）」をご提出ください。

※3 雇用保険給付額が、1日あたり①3,612円以上（②を除く60歳未満の方）、②1日あたり4,167円以上（年末時点19歳以上23歳未満）、1日あたり5,000円以上（60歳以上か障害者

　　　の方）の場合は条件を満たさないため、届出することはできません。

※4 送金元と送金先の氏名および送金額が確認できるもの（金融機関の取引控（写）や現金書留受領証（写）など）。手渡しによる仕送りの場合は原則として認定できません。

【　お願い　】

①　上記のＡ～Iのうち該当する添付書類
②　(b)の場合は、直近3回分の送金が確認できる書類（写）※4

★　夫婦共同扶養の場合は、異動届の下欄「配偶者の年収見込額」を記入してください。

★　外国籍の方は、上記のＡ～Kのうち該当する添付書類に加えて在留カード（写）を添付してください。

★　「自営業者」には、利子・配当収入、家賃収入、不動産収入等がある場合を含みます。確定申告書（写）を添付してください（表中B参照）。

★　傷病手当金や出産手当金等の社会保険等給付を受けている場合は、給付額がわかる書類（「支給決定通知書」）の写しを添付してください。

★　年金受給者は、直近の「年金振込通知書」もしくは「年金額改定通知書」等、現在の年金額がわかる書類の写しを添付してください。

(a)被保険者の単身赴任による別居である
(b)被保険者の単身赴任による別居ではない → J

↓ 雇用保険給付の受給が終了した → I ①　（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　支給終了年月日が明記されている雇用保険受給資格者証の両面（写）

①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　雇用保険受給資格者証の両面（写）※3
　　（給付される日額が扶養範囲内であることが確認できるもの）

↓ 雇用保険給付を今後は受給しない
（例:受給をやめ扶養に入りたい方） → H

①　（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　雇用保険受給資格者証の両面（写）
　　（法第13条不該当の旨が明記されているもの）

↓ 雇用保険給付を受給中である　※3 → G

 退職証明書（写）のいずれか

↓
受給手続きをしており、待機期間中、
給付制限期間中または受給延⾧申
請中である　※3

→ F
①（認定対象者マイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　離職票１（写）、離職票２（写）、雇用保険受給資格者証の両面（写）※3、

 のいずれか（待機期間や給付制限期間が延⾧申請の内容が明記されているもの）

↓ 雇用保険給付を受給しない
（基本手当等を受給される方はNoへ） → E

①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　離職票１（写）、離職票2（写）、雇用保険資格喪失確認通知書（写）、

↓ 雇用保険に加入していない
（雇用保険に加入されていた方はNoへ） → D ①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1

②　退職証明書（写）

被扶養者異動届添付書類フローチャート

　★　このフローチャートは添付書類の基本的な例を挙げたものであり、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。

↓ 以前から働いていない
（概ね1年以内に退職された方はNoへ） → C

①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　課税なしの方 ➡ 非課税証明書（写）または学生証（写）※高卒以上の学生
③　課税ありの方 ➡ 課税証明書（写）と退職証明書（写）

現在働いている
（現在無職の方はNoへ） → B

①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
②　「労働条件通知書等と申立書」または「直近3ヵ月分の給与明細（写）」※2
※「自営業者」は確定申告書(第一表、損益計算書又は収支内訳書)(写)等↓

被保険者と同居している　（Noの場合
は「被保険者と別居している」へ） YesNo

↓ 高校生以下
（高校生卒業以上の年齢の方はNoへ） → Ａ ①（認定対象者のマイナンバーと続柄）が記載されている住民票（写）※1
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